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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「小さな拠点」づくりに関する
国土交通省の取組

平成２７年７月

国土交通省 国土政策局 地方振興課



１．背景等
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○社人研の中位推計（出生率1.35程度で推移）では、 総人口は、2050年では１億人、2100年には5千万人を割り込むまで減少。
○今後20年程度で人口置換水準（2.07）まで出生率が回復した場合には、人口減少のペースは緩やかになり、総人口は2110年頃
から9千5百万人程度で安定的に推移する。

合計特殊出生率

将来推計人口の動向（出生率回復の場合の試算）

（出典）1950年から2013年までの実績値は総務省「国勢調査報告」「人口推計」、厚生労働省「人口動態統計」。推計値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、厚生労働省「人口動態統計」をもとに国
土交通省国土政策局作成。

（注１）「中位推計」は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」の中位推計（出生中位、死亡中位） 。その他は同推計の年齢別出生率の仮定値と2012年の生命表による生残率を用いた簡易推計による。（「中位推計」と簡易
推計の乖離率を乗じて調整）。各ケースの値はそれぞれの合計特殊出生率の想定にあうよう出生率仮定値を水準調整して試算。

（注２）「人口置換ケース1（フランスの回復ペース）」：2013年男女年齢（各歳）別人口（総人口）を基準人口とし（合計特殊出生率1.43）、1994～2006年におけるフランスの出生率の変化（1.66から2.00に上昇）の平均年率（0.03）ずつ出生率が
年々上昇し、2035年に人口置換水準（2.07）に達し、その後同じ水準が維持されると仮定した推計。

「人口置換ケース2（日本の回復ペース）」：2013年男女年齢（各歳）別人口（総人口）を基準人口とし（合計特殊出生率1.43）、2005年～2013年における我が国の出生率の変化（1.26から1.43に上昇）の平均年率（0.02）ずつ出生率が
年々上昇し、2043年に人口置換水準（2.07）に達し、その後同じ水準が維持されると仮定した推計。

4,959万人

9,100万人程度

2110年頃
【ケース1】
9,500万人程度
【ケース2】
9,000万人程度
でほぼ安定

人口置換ケース１：1994～2006年のフ
ランスの出生率上昇（1.66→2.00）の
ペースで回復し、2035年に2.07に到達

10,900万人程度

合計特殊出生率

（2013年）
1.43

人口置換ケース２： 2005年～2013年の
我が国の出生率上昇（1.26→1.43）の
ペースで回復し、2043年に2.07に到達

9,500万人程度

9,708万人

総人口

合計特殊出生率
（右軸）

若年人口

合計特殊出生率【中位推計】（1.35）

合計特殊出生率（2.07）

10,800万人程度

（千人）

社人研中位推計

（年）
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2010年
人口
（万人）

2050年
人口
（万人）

減少率 人口増減率別1kmメッシュ割合
（対居住メッシュ）

半減以下 0以上
50％
未満減

増加

うち非
居住化

うち50％
以上減

全国 12,806 9,708 ▲24% 63% 19% 44% 35% 2%

将来人口推計

注）1kmメッシュ将来
推計人口は国土交
通省国土政策局推
計による。

小さな拠点 ～地域消滅を防ぐには、日常を支える機能の維持がポイント～

非都市内の
役場・支所数
＝2894

地域消滅のおそれ

注）用途地域及びy
役場・支所データ
は、国土交通省国
土政策局「国土数
値情報」による。
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万人
役場・支所からの距離別の人口推計

（非都市＝用途地域外）

中心集落には一定
人口が残る可能性

○全国を1km2毎の地点でみると、人口が半分以下になる地点が現在の居住地域の６割以上を占める。
○しかし、非都市地域でも旧役場、小学校の周辺の地域では集落が残れる可能性。
○そのためには、日常を支える機能を残せるか否かがポイント。
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山間地域の人口1000人集落の趨勢将来推計人口と移住を見込んだ推計人口

2010年人口
人口＝1000人

2010年人口ピラミッド

2050年推計人口ピラミッド

○山間地域のモデル集落（人口1000人）における趨勢による2050年推計人口は、総数は309人にまで減少（△69%）、高齢化率55%となる。
○仮に、移住（10人／年）を見込んだ場合、人口は減少するものの緩やかな減少にとどまるとともに、小中学生の人口（現状71人）は一定数を
維持できる。
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山間地域のモデル集落（人口1000人）の将来推計人口

（趨勢推計人口と移住人口を見込んだ推計人口）

趨勢推計人口（左目盛り）

移住（5人／年）見込み推計人口（左目盛り）

移住（10人／年）見込み推計人口（左目盛り）

高齢化率（趨勢推計）（右目盛り）

高齢化率（移住（5人／年）見込）（右目盛り）

高齢化率（移住（10人／年）見込）（右目盛り）
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小中学生人口の推計

趨勢推計の場合 移住（5人／年）見込み 移住（10人／年）見込み

趨勢による人口推計 移住（10人/年）見込み

人口＝743人人口＝309人

移住（5人/年）見込み

人口＝526人

（出展） 総務省「国勢調査報告」をもとに国土交通省国土政策局推計
（推計方法）
○山間地域は、農林統計に用いる農業地域類型のうち山間農業地域とした。（2010年の山間地域の
人口は約383万人）

○山間地域の年齢別人口を集計し、人口1000人の集落を仮定して、男女・年齢別人口を設定した。
○2005年及び2010年国勢調査人口から、山間地域のコーホート変化率を算出し、コーホート変化率法に
より、2010年人口を基準として2050年までの5年ごとの人口を推計した。

○0～4歳人口の推計には、2010年のこども女性比を用いた。出生率に換算すると概ね1.47人である。
○また、１年に10人（5人）の移住があるものと仮定して、移住を見込んだ人口推計を行った。移住は、30
歳代前半の夫婦と0～4歳代のこども1人からなる世帯が２(1)世帯、20歳代前半の男女が各2(1)名の
計10(5)名を仮定した。移住の仮定については、小田切徳美、藤山浩編著「地域再生のフロンティア」
p306～p309を参考として設定した。

○小中学生人口は、該当する年齢階級の人口を案分・合計して推計した。 4



コミュニティ機能が低下し、様々な問題が拡大

○ 集落の小規模・高齢化が進むにつれ、集落での生活や生産活動、さらには、従来から
行われてきたコミュニティの共同活動の継続が困難となってきている。

資料：「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」（平成23年3月、総務省・国土交通省）をもとに作成
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34.1%

72.1%
74.5%
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56.5%

67.5%
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里地里山などの生態系の変化

土砂災害の発生

農山村景観の荒廃

ごみの不法投棄の増加

森林の荒廃

獣害・病虫害の発生

道路・農道・橋梁の維持困難

不在村者有林の増大

耕作放棄地の増大

働き口の減少

集会所・公民館等の維持困難

災害時における相互扶助機能低下

地域の伝統的生活文化の衰退

医療提供体制の弱体化

伝統芸能の衰退

小学校等の維持困難

冠婚葬祭等の機能低下

伝統的祭事の衰退

住宅の荒廃

公共交通の利便性低下

商店・スーパー等の閉鎖

空き家の増加

集落で発生している課題

住民生活・生活基盤・地域文化

産業基盤

自然環境・災害・景観
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「小さな拠点」とは

「小さな拠点」形成後のイメージ

小学校区など、複数の集落が散在する地域において、商店、診療所などの日常生活に不可欠な施設・
機能や地域活動を行う場所を、歩いて動ける範囲に集め、周辺集落とコミュニティバス等の交通ネット
ワークで結ぶことで、人々が集い、交流する機会が広がっていく、集落地域の再生を目指す取組

6



２．経緯・施策等
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「小さな拠点」に係る取組の経緯等について

○取組の経緯

平成２０年７月 国土形成計画（全国計画）

「地域によっては、人口減少、高齢化が著しく、維持・存続が危ぶまれる集落が存在している。」と初め
て国土計画に位置付け

平成２１年４月 国土交通省 過疎集落研究会報告書（座長：小田切徳美明治大学農学部教授）

「過疎集落の住民生活の安定を図るためには、（中略）具体的には、①日常的な医療、福祉、買い物、地
域交通等の生活に必要な基礎的サービスを提供する、小さな拠点を整備すること」

平成２２年１月 国土審議会政策部会集落課題検討委員会とりまとめ（委員長：奥野信宏中京大学総合政策学部教授）
「基礎的な生活サービスを集落住民に効果的に提供するためには、（中略）『小さな拠点』を整備すると

ともに、それへのアクセス手段を確保することが有効である。」「『小さな拠点』は、人々が直接出会い、
交流する機会を提供する場としても機能し、地域の『絆』を再構築するという役割も期待できる。」

平成２５年３月 「『小さな拠点』づくりガイドブック」の作成

平成２５～２６年 国の調査を通じた地域内の合意形成支援（モニター調査の実施（全国２４地域））

平成２６年７月 「国土のグランドデザイン2050」
「集落が散在する地域において、商店、診療所など日常生活に不可欠な施設や地域活動を行う場を、歩い
て動ける範囲に集め、周辺地域とネットワークでつないだ「小さな拠点」を形成する。」

平成２７年３月 「【実践編】『小さな拠点』づくりガイドブック」の作成

平成２７年８月「国土形成計画（全国計画）」
「（略）小学校区等複数の集落を包含する地域において、生活サービス機能や地域活動の拠点を歩いて動ける範

囲に集め利便性を高めるとともに、周辺集落とコミュニティバス等の交通ネットワークでつなぐ「小さな拠点」を形成し、
必要な生活サービス機能等を維持する。」

○他省庁との連携

内閣府地方創生推進室、総務省、農林水産省とも連携して、「小さな拠点」に関する取組を推進している。8



「小さな拠点」に関するこれまでの取組

（１）ガイドブックの作成、普及

・「小さな拠点」づくりガイドブック(H24年度)・・・事例から学ぶ
・【実践編】「小さな拠点」づくりガイドブック(H26年度)・・・取組ガイド

（２）「小さな拠点」づくりフォーラムの開催

・講演、事例紹介等～高知（H26.2）､東京（H26.11）､島根（H27.2）

（３）モニター調査の実施～取組の実践、ノウハウの蓄積

・「小さな拠点」モニター調査（H25～H26）～全国24箇所

（４）補助事業による地域の取組の支援

・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業（H27～）

（５）相談体制の整備

・「地方創生萬(よろず)相談窓口」～地方整備局、地方運輸局 9



（１）① 「小さな拠点」づくりガイドブック(平成24年度作成）

10
「小さな拠点」づくりガイドブック掲載ホームページＵＲＬ

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_guidebook.html



（１）② 【実践編】「小さな拠点」づくりガイドブック(平成26年度作成）

11
「小さな拠点」づくりガイドブック掲載ホームページＵＲＬ

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_guidebook.html



（２） 「小さな拠点」づくりフォーラム in 高知、東京、島根

国土交通省総合計画課ホームページＵＲＬ
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk3_000010.html
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（３） 「小さな拠点」モニター調査（H25～H26）

県 ・市町村 ・地区名

H25 Ａ 岩手県北上市黒岩地区

Ｂ 秋田県東成瀬村田子内地区

Ｃ 山形県小国町小玉川地区

Ｄ 山梨県上野原市西原地区

Ｅ 長野県喬木村（村全域）

Ｆ 三重県津市美杉町南部地域

Ｇ 京都府南丹市美山町鶴ケ丘振興会

Ｈ 兵庫県神戸市北区淡河町

Ｉ 兵庫県篠山市今田地区、福住地区

Ｊ 島根県隠岐の島町五箇地区

Ｋ 広島県三次市川西地区

Ｌ 長崎県平戸市度島地区

H26 ① 宮城県栗原市花山地区

② 秋田県東成瀬村（村全体）

③ 山形県小国町北部地区

④ 千葉県香取市山倉・大角地区

⑤ 長野県伊那市長谷地区

⑥ 島根県益田市美濃地区

⑦ 岡山県津山市阿波地区

⑧ 広島県安芸高田市甲田町小原地区

⑨ 高知県高知市土佐山地域

⑩ 高知県いの町越裏門・寺川地区

⑪ 長崎県五島市奥浦地域

⑫ 鹿児島県鹿屋市輝北地域

モニター調査の調査報告書は、以下の
ホームページからご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/
kokudoseisaku_tk3_000058.html

合意形成・プランづくり
○ 協議会等の構築

○ 生活サービスや地域活動の実態把握

○ 住民ニーズの把握

○ プラン検討（活動内容、場所・施設、運

営方法、具体化手法等）

○ 合意形成に資する講習会・勉強会開催

○ 広報誌等による広報活動

○ 担い手のための研修会の実施

モニター調査

によりノウハウ
を抽出

フォーラム等により全国的に普及

拠点づくりの
ガイドブックを

作成

13



○地域の見守りや地域の担い手となる人材確保、都市農村交流などの農山漁村の活性化等について、関係省庁（総務省、農林水
産省等）と連携して総合的な取り組みを推進

※この他、構想策定や合意形成（「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業）について、まち・ひと・
しごと創生総合戦略に基づき、重複の排除を進めつつ、窓口の一元化を図る。

集落 集落

集落

集落

旧役場庁舎

スーパー跡地

診療所

郵便・ATM
旧小学校

ガソリン
スタンド

道の駅

（４）① 「小さな拠点」の形成推進

「小さな拠点」づくり ネットワークの形成

○「道の駅」における地域経済、

福祉、観光、防災等の地域拠点

機能の強化のため、重点的に支援

○廃校舎等の既存公共施設を活用

して行う施設の集約・再編、機能

再生等

（「小さな拠点」を核とした「ふるさと

集落生活圏」形成推進事業）

(プランづくり）
地域の点検、集落間の機能分担、「小さな拠点」づくり計画、

公共施設の再編・整備計画の策定等

（社会実験）
コミュニティ内の移動の確保や集落コンビニの運営等について、

社会実験を通じて行う検証等

（「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業）

○コミュニティバス、デマンドタク

シー、自家用有償旅客運送によるコ

ミュニティ内の移動の維持・確保

○事業者とＮＰＯ等の協働による宅配
サービスの維持・改善や買い物難民支
援等にも役立つ新たな輸送システムの
構築

○ソーシャルビジネスをはじめ、地域
ビジネスの担い手を支援する中間支
援組織の育成等

（新たな公による地域ビジネス創造支
援体制の構築）

具

体

化

人口減少・高齢化が進む過疎地域等において、基幹集落に生活機能等を集めた「小さな拠点」を核とし、周辺集落とのアクセス手段を確保した「ふるさと

集落生活圏」の形成を推進することで、集落の再生・活性化を図る。このため、生活圏形成プログラムの策定及び具体化を一体的に支援するとともに、

多様な関係者の連携・協働による総合的な取組を推進。

具
体
化

構想策定・合意形成

地域の担い手づくり

例：小さな拠点づくりに併せてコミュ
ニティバス・デマンドタクシーな
どにより交通手段を確保

例：道の駅に農家レストラン、特産品直売所、
コミュニティスペースなどを併設

例：周辺集落や市街地とつながる
生活交通の拠点づくり

例：旧役場庁舎を保育所、デイ
サービスセンター、体験宿
泊施設などに活用

例：スーパー撤退後の施設を集
落コンビニ、農産物出荷拠
点などに活用

例：廃校舎を公民館、図書館など
に活用

ふるさと集落生活圏

小さな拠点

例：事業者とＮＰＯ等の協働による
新たな輸送システムの構築

連携 連携※既存住宅ストックの有効活用の取組みとも連携
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（４）② 「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業

「小さな拠点」と「ふるさと集落生活圏」

小さな拠点 ：【下図の のエリア】
小学校区など、複数の集落が集まる地域において、商店、

診療所等の複数の生活サービスや地域活動の場を、歩いて
動ける範囲に集めた、地域の拠点となる集落。

実 施 内 容

ふるさと集落生活圏 ：【下図の で囲むエリア】
小さな拠点と周辺の集落とをコミュニティバスなどで結んだ

圏域。小さな拠点に人々が集い、交流する機会が広がること
で、 新しい集落地域の再生を図る。

平成２６年度まで実施していた国のモニター調
査を廃止・再編するとともに、現行の集落活性化
推進事業と統合し、一体的に支援。

ふるさと集落生活圏

小さな拠点

「小さな拠点」を核とした
「ふるさと集落生活圏」形成推進事業

○プランづくり、社会実験
・定額補助（上限３００万円/年、２年間を限
度）

・プランづくりを通じた合意形成や、住民・
市町村の連携による移動確保等の実証
検証を支援。

○施設の再編・集約
・補助率１／２以内

・既存公共施設を活用した公共サービス
施設の再編・集約に係る改修費、廃止施
設の除却費を補助。（小さな拠点の形成
に資する事業に限定して実施。）

※全て条件不利地域を対象

基幹となる集落に生活機能を集めた「小さな拠点」を核とし、周辺集落とのアクセス手段を確保した「ふるさと集
落生活圏」の形成を推進し、集落の再生・活性化を図る。

国土交通省地方振興課ホームページＵＲＬ
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000021.html
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【改修後の施設内容（予定）】

１階：診療所、薬局、郵便局、

ＪＡ直売所（商店機能） 等

２階：市総合支所、歯科診療所 等

３階：公民館機能（会議室、図書室、

調理室）、ＮＰＯ法人事務室 等

体育館地下：消防分署

【事業期間（平成26～27年度）】

• 高齢化が進む山間部の地域で、既存施設を活用して、行政、買物、医療等の日常生活サービス機能を集約。

• 住民有志により設立したＮＰＯ法人が、有償旅客運送による高齢者等の移動サービスや、安否確認、生活相談等の

見守り、農林作業の手伝い等の事業を実施。補助金に頼らないサービス運営に取り組んでいる。

《「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業の活用事例》

こ や だ い らみ ま

既存公共施設（旧中学校）を活用
したサービス拠点の整備

旧木屋平中学校

旧木屋平中学校

国保歯科診療所

こやだいら薬局
（ＮＰＯ運営）

美馬市木屋平総合支所
川合公民館

ＪＡ物産販売所
ＮＰＯ法人こやだいらい
（過疎地有償旅客運送等）

美馬市消防木屋平分署
木屋平老人福祉センター

木屋平駐在所

木屋平郵便局

商店（米）

理髪店

商店

国保木屋平診療所

旅館

地域の概要

googleマップより

googleマップストリートビューより

○拠点形成に向けた検討経過等

H26.4 中学校機能を木屋平小学校に移転

H27.1 検討委員会（第三者委員会）を開催

→ 住民意見を反映しながら計画検討

H27年度 施設改修工事の実施

徳島県
美馬市
木屋平地区の位置

・ 地区人口： 715人（402世帯）

高齢化率：58％ 【H２７.７.１ 現在】

・ 市中心部まで約30km
・ 川井､三ツ木､木屋平の3集落

・ 合併(H17)前の中心部（役場

所在地）であった川井集落に､

商店､診療所､郵便局等が立地

（支所等の施設は老朽化）

・ 合併後に設立されたＮＰＯ法

人が、有償旅客運送や高齢者

生活支援、農林業作業支援等

の事業を実施（黒字運営）

拠点周辺の位置図googleマップより

100m

10km

「小さな拠点」の取組事例④ （徳島県 美馬市 木屋平地区 ）
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市町村の地方創生の取組を行うに当たっての相談に対し、国土交通省の地方部局
（地方整備局及び地方運輸局）において一元的に対応。

コンパクトシティ 「小さな拠点」の形成

公共交通
ﾈｯﾄﾜｰｸ整備

「道の駅」
道路ﾈｯﾄﾜｰｸ

物流ﾈｯﾄﾜｰｸ
整備

整備局
建政部

地方創生に取り組む市町村

国土交通省関連施策について、横断的に対応。他省庁の施策にまたがる取組等に係る
相談についても、その相談内容に応じて、関連施策を担当している部局や関係機関へ
の橋渡し、支援メニューをご紹介。

地方創生萬相談窓口

ネットワーク

運輸局
交通政策部

＋

整備局 建政部

整備局
道路部

運輸局
交通政策部

運輸局
交通政策部

※この他、連携中枢都市圏に関する相談窓口も
開設予定

各地方整備局企画部、各地方運輸局交通政策部等

よろず
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（５） 国土交通省における市町村からのまち・ひと・しごと創生相談体制





高知県大豊町における事例

 高齢者の多い地域等において、地方自治体等と物流事業者が連携し、買い物支援や高齢者の見守り等、地域の維持・活性
化に向けた取組みを行う例が出てきている。

高知県大豊町は、過疎化・高齢化が進む限界自治体（５０％以上が６５歳以上の高齢者） で、物流の効率
が低下するとともに、買い物支援や見守りに対するニーズが高まっていた。

このため、地元商店、商工会、宅配事業者及び自治体の連携により、平成２４年に高齢者の見守りも兼ね
た買い物支援サービスが導入された。

利用者

物流事業者 商店

商工会

大豊町
①注文（購入金額1,000円以上）

②配送依頼

③集荷 ⑦振込

④配送・集金
⑤見守り

⑥代金支払い
（商品代＋宅配手数料（150円））

助成金支給

補助金

※大豊町商工会等へのヒアリングを基に作成

利用者からは「特に冬場は歩いて買い物に行きづらいので助かっている」「決まったドライバーが運ん
できてくれるので、安心して利用できる」といった声が聞かれている。

【取組のフロー】

スーパーマーケット、酒
屋、化粧品店等の10店舗

対象エリア：大豊町全域

SUPER MARKET

※利用者負担





制度創設：平成５年 ｢道の駅｣登録数は、全国1,059駅（平成27年4月15日現在）

観光で人を呼ぶ

（群馬県川場村「川場田園プラザ」）

移住で人を呼ぶ

特産品で盛り上げる ～6次産業化で雇用と経済効果～

「小さな拠点」をつくる

防災力を強化する

広域防災拠点として高度な防災機能
を発揮

毎年100名以上が「道の駅」

へ移住相談。これまで

17世帯34名が移住

特産品を活かした加工食品の開発販

売等、約60名の雇用を創出

（愛媛県内子町「内子フレッシュパーク」）

「農業プラス観光」で人口

3700人の村に年間120万人

来訪。リピート率は約7割。

（熊本県小国町「小国」）

診療所や役場機能等、生活に必要

な機能をワンストップで提供

（和歌山県古座川町「瀧之拝太郎」）

（岩手県遠野市「遠野風の丘」）

地域の創意工夫の場となる｢道の駅｣

〇 地域の創意工夫で、「道の駅」を地域活性化の拠点とする取組が進展

○ 「道の駅」は

主に市町村が設置し、国土交通省が登録する道路休憩施設 トイレ

情報提供
休憩施設 地域振興施設

駐車場駐車場やトイレのほか、情報提供・休憩施設や地域振興施設を備え、

地域の情報発信や交流の場として活用されている。

（施設イメージ）
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「道の駅」の新たな展開 ～重点「道の駅」の選定～

〇 「道の駅」を、好循環の地方拡大の強力なツール、 地方創生を進めるための「小さな拠点」と

位置づけ、各省庁と連携して、特に優れた取組を選定し、重点支援する取組を実施。

○ 有識者委員会を経て、重点「道の駅」等として合計９０箇所を選定し、公表。（1月30日）

地域活性化の拠点として、特に優れた機能を継続的
に発揮していると認められるもの全国モデル「道の駅」

地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の
重点支援で効果的な取組が期待できるもの重点「道の駅」

地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、
地域での意欲的な取組が期待できるもの重点「道の駅」候補

国土交通大臣選定国土交通大臣選定

国土交通大臣選定国土交通大臣選定

地方整備局長等選定地方整備局長等選定

全国的なモデルとして成果を広く周知すると
ともに、さらなる機能発揮を重点支援

取組を広く周知するとともに、取組の実現に
向けて、関係機関が連携し、重点支援

関係機関が連携し、企画検討等を支援

② インバウンド観光の促進

① 地域の観光総合窓口機能

③ 地方移住等の促進

地域外から活力を呼ぶ

ゲートウェイ型

外国人案内所、免税店、無料公衆無線LAN、

地域全体の観光案内、宿泊予約窓口 等

地方移住のワンストップ窓口

ふるさと納税の情報提供 等

海外対応ATM 等

④ 地域の産業振興

⑤ 地域福祉の向上

⑥ 高度な防災機能

地域の元気を創る

地域センター型

地方特産品のブランド化、６次産業化 等

診療所、役場機能、高齢者住宅 等

広域支援の後方支援拠点、防災教育 等

＜支援にあたっては関係省庁が連携、各種制度が活用可能＞

総務省

農林水産省

経済産業省

地域経済循環創造事業交付金

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
６次産業化ネットワーク活動交付金
都市農村共生・対流総合対策交付金

次世代自動車充電インフラ整備促進事業
ふるさと名物応援事業
地域エネルギー供給拠点整備事業

国土交通省 社会資本整備総合交付金

河川環境整備事業
集落活性化推進事業

地域観光環境改善事業
地域公共交通確保維持改善事業
河川環境整備事業
みなとオアシス制度

道路、観光、
国土計画、
公共交通、
河川、港湾、
都市 等が連携

等

等

等

等

6 箇所

49 箇所

35 箇所

今回選定

今回選定

今回選定

「道の駅」の

機能別タイプ

内閣府
地域住民生活等緊急支援のための交付金
（地方創生先行型）（平成26年度補正のみ）

地域再生戦略交付金 2



○一日9000歩、町民が歩くことで自然と「健幸」になれる先進予防型のまちづくり「スマートウェルネスタウン」の中核拠点となる
健康支援型「道の駅」として、健康に必要な４要素「食」「憩」「運動」「参加」のメニューを提供。

○健康づくりと地域活性化を一体的に行う、地方創生の拠点として「道の駅」と「定住促進住宅」を官民連携手法により一体整備。

＜提案の先駆性・ポイント＞ ＜実施内容＞

○スマートウェルネス住宅と共に定住促進センターの設置

○ウェルネスベースとしてのフィットネスブース、温浴施設の設置

○産直レストラン・カフェの設置

○直売・物産施設の設置
■温浴施設やフィットネス等のウェルネスベースを付加するなど、健康づくりと地

域活性化を一体的に行う、全国的にも新しい「道の駅」。

設置者

睦沢町

新設/既設

既設

路線

県道大多喜一宮線

駅名

つどいの郷むつざわ

都道府県

千葉県

設置年度

平成１６年

種別

単独型

道の駅「つどいの郷むつざわ」 千葉県睦沢町

地域福祉
スマートウェルネスタウン

産業振興
地場産品の加工、ブランド化

防災
周辺自治体の後方支援機能

地方移住等促進
住宅整備と定住促進ｾﾝﾀｰの設置

＜地方創生拠点としての機能＞

地域センター型

「Smart Wellness City（スマートウエルネスシティ）」
「ウエルネス（健幸：個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むこと）」を
まちづくりの中核に位置付け、住民が健康で元気に幸せに暮らせる新しい都市モデル。
実施により、医療費が年間一人あたり10万円程度抑制された事例もある。（新潟県見附市）

■道の駅と定住促進住宅を官民連携で一体的に整備し、運営も一元化することで

ウェルネス住宅（高齢者向け住宅を含む）への支援も含めて、「道の駅」を核に高

齢者配食サービスや民間事業者による健康相談などの様々なサービスを提供。

■凡例

既存道の駅

既存若者定住促進住宅

拡張道の駅

今回事業区域

住宅拡張検討エリア

スマートウェルネスタウンエリア

既存商業施設
（マーケット
プレイス）

※イメージ図であり、今後、変更があります。

スマートウェルネス住宅
～人との関わりで健康になるまち～

周辺農地

ウェルネスモール
～健康支援型道の駅～

健康関連施設

既存の商業施設
既存の若者
定住促進住宅

既存の道の駅
住宅ゾーン 道の駅ゾーン

連
携

健康関連
施設ゾーン

既存の商業施設既存の道の駅

既存の若者
定住促進住宅

連
携

既存の
地域資源

ﾌｨｯﾄﾈｽﾌﾞｰｽ（イメージ）

若者定住促進住宅
Ｈ25年18戸整備 （全戸入居済み）

温浴施設（イメージ）野菜直売所（イメージ）

環境共生住宅（イメージ） 長屋型住宅（イメージ）

既存道の駅
※有効活用検討

写真：国土地理院 航空写真（2012年）

さと

重点「道の駅」
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〇人口減少、高齢化が進む中、「道の駅」を地域福祉の拠点とするため、宅配サービスなど高齢者サービスを「道の駅」が実施
〇来場者への農業体験施設等の整備により、都市住民との交流・ふれあいの場（高齢者による生きがいの場）を創出
〇観光情報や農業学校の紹介、定住促進等の窓口となる総合情報ステーションを設置、コンシェルジュも配置

＜実施内容＞

○農産物販売所をはじめ加工所や農民レストランによる雇用創出

○観光農園や農業小学校・大学校の設置による地域の活性化

○「道の駅」からの高齢者宅への宅配や安否サービスの実施

○防災拠点としての倉庫・トイレ・非常電源の整備

■高齢者・一人暮らしに対する宅配や給食及び安否確認サービスの拠点として「道の駅」を
位置づけ。観光農園や農業学校では農業従事者（高齢者）が先生役となり若者との交流を
進め、高齢者の生きがいの場を創出。将来的な定住促進に繋げる

■地場産品の６次産業化を進めるための「農産物加工所」や採れ立て野菜を提供する「農民
レストラン」の設置による産業振興・雇用促進

■観光・定住促進・ふるさと納税等の窓口設置とコンシェルジュの常駐

（Ｐ）

地域福祉
高齢者への宅配、及び安否確認サービス

産業振興
特産品の加工販売を中心に産業活性化

観光総合案内
総合情報ステーション整備によるゲートウェイ

設置者

飯島町

新設/既設

新設

路線

国道153号

駅名

（仮称）
田切の里

都道府県

長野県

設置年度

計画中
（平成28年）

種別

一体型

＜提案の先駆性・ポイント＞ ※現時点のイメージであり今後変更することがあります。

至 飯田

至 飯田IC

至 塩尻

道の駅
設置箇所

至 岡谷JCT

飯島町

道の駅「（仮称）田切の里」
た ぎり さと

長野県飯島町

生協診療所

飯島町役場

広域避難所（田切野球場）

観光農園の整備
（地元有志）

農業小学校・大学校
（農業体験）

周辺の観光資源

千人塚城ヶ池
（ため池百選）

秋桜祭り
（信州最大級２００万本の秋桜）

与田切公園
（桜祭り・自然公園キャンプ場）

循環バス・
送迎バス

主要拠点

凡例

H26.11.29
開通

平成30年度
開通予定高齢者支援

サービスエリア

観光農園 農業学校

施設内容
信州伊那栗や果樹、野
菜の観光農園を整備

耕作放棄地を活用した
農業体験施設の整備

地元
高齢者

農業体験者の先生役・雇用確保
（都市住民とのふれあいによる生きがいの場の創出）

来場者
（観光客）

農業セラピー体験・
採れ立て野菜を食す

農業体験
(田植え、稲刈り等)

<中央アルプス>

<南アルプス>

飯島町

＜地方創生拠点としての機能＞

地域センター型

重点「道の駅」
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みやま なんたん

＜小さな拠点を構成する「道の駅」事例＞ 道の駅「美山ふれあい広場」 （京都府南丹市）

○道の駅内および隣接して、行政窓口、診療所、物産販売所、物産加工所、周遊バス発着等、生活機
能を集約して設置

○平成１２年にＪＡ店舗の閉鎖を受け、住民有志の共同出資により店舗運営会社を設立

【地域内を結ぶ路線バスの結節点】
・コミュニティバス
・デマンドバス

【地域活動、保健福祉の充実】
・診療所 ・高齢者福祉施設
・特産物＋日用品販売 ・行政窓口 ・ＡＴＭ

【地域内外との交流拠点】
・コミュニティセンター ・観光案内所
・地元牛乳の加工販売施設

《道の駅を含む一体区域での取組》

○設 置 者：南丹市（旧美山町）
○路 線 名：国道１６２号(京都府)
○整備手法：単独型
○登 録：平成１７年８月
○全体面積：約１３，０００㎡

＜コミュニティバス路線＞

約30km
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たき の はいたろう こざがわちょう

＜小さな拠点を構成する「道の駅」事例＞ 道の駅「瀧之拝太郎」 （和歌山県古座川町）

【生活に必要な機能を具備】
・行政窓口
・郵便局
・コミュニティバス発着所

【地域内活動の活発化】
・農産物販売所 ・地域の集会所

【保健福祉・災害機能の充実】
・診療所 ・避難所 ・ヘリポート

《道の駅での取組》

○集落が散在する地域において、商店、診療所など日常生活に不可欠な施設等を集約。

○日常生活の「守りの砦」となるだけでなく、雇用を生み出す「攻めの砦」となっている。

○設 置 者：古座川町
○路 線 名：県道那智勝浦古座川線

(和歌山県)
○整備手法：単独型
○登 録：平成２２年８月
○全体面積：約４，０００㎡

道の駅
「瀧之拝太郎」

町役場出張所診療所 集会所兼避難所農産品等販売所

道の駅
「瀧之拝太郎」

約16km

古座川町役場
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小さな拠点づくりに関する
文部科学省説明資料

平成２７年７月



サポ
ート

学校支援

公民館、廃校施設、
有休公共施設

NPO
ボランティ
ア団体

小学校区（小さな拠点の区域）

課題解決のための土台づくり

自治体の
関係部局

消防署・警察

社会福祉
協議会

保健
所地域住民

観光
協会

図書館
博物館

「小さな拠点」における住民の主体的な地域課題解決・まちづくりの基盤となる「学び」と「行動」の支援

大学・都道府県に
よるファシリテー
ターの人材養成

地域課題の理解、ノウハ
ウ獲得、アイディア創出等
のための学びの支援

地域課題の共有や合意形
成のための対話の支援

貧困対策 高齢者対応 防災・防犯 特産物開発

青少年教育

観光

交流人口拡大

専門家

大学

関係省庁

サポート
基盤
組織

他の小さな
拠点

地域課題解決のための活動

農協
漁協企業

学校

自治会商工会

地域課題の理解共有 当事者意識の醸成

ファシリテーターの配置

意識共有・合意形成

健康増進

ファシリテーション

基盤
組織

他の小さな
拠点

サポ
ート社会教育主事

市町村教育委員会

行政職員

市町村首庁部局

連携

図書館
（地域資料・統
計の活用）



「自分たちの地域は自分たちの力で」をみんなが口にするようになる。

評価と成果・・・地域の風土に明らかな変化が

１ 子どもから高齢者までみんなで活動する機会が増えた。
２ 受益者意識が薄れ、当事者意識が芽生え、膨らんできた。
３ 子どもが地域で活躍し、学校支援地域本部も定着した。
４ タテ割り意識だけでなく、ネットワークのメリットが実感された。
５ 前例踏襲だけじゃなく、新規創造へチャレンジが増えた。
６ 学ぶことが実践に結び付く「知の循環型社会」へ展開中
７ 同志の縁が増え、仲間との交流が拡大した。

まちづくり協議会 部会の主な取組

公民館がまちづくりの中心となる事例 ～新居浜市泉川公民館の取組～

１ 地域福祉の充実
２ 環境美化の推進
３ 安全・安心の確立
４ 健康づくり
５ 子供の育ちを支える

先進事例も参考にし、地域
自ら課題を解決する「地域
主導型」のまちづくりを目
指し、泉川まちづくり協議
会を設立

・補助金減少、地域の環境悪化、
社会教育関係団体の高齢化等により、地
域の組織の再構築が必要になる

・地域の現状を知るため全戸対象アンケー
ト調査を実施し、その結果を分析し、住民
による熟議により地域課題を抽出

・安全安心部会 ・子ども支援部会
・環境美化部会 ・生涯学習部会
・地域福祉部会 ・総務部会
・健康づくり部会

泉川公民館

連
携

泉川まちづくり協議会

○ 生涯学習部会は、各部会が地域課題を解決するために、
地域住民に啓発したい内容を持ち寄り、それを企画に練り
上げ、「泉川ふるさと塾」を開設し、学習と実践を繋ぐ役割
を果たしている。

○ 総務部会は、自治会のブロック長と各部会長で構成し、
情報共有と地域住民への周知を図っている。

○ 安全安心部会では、児童と住民が一緒に安全マップを
作成したり、児童と登下校の見守り隊が一緒に遠足に行
くなど、子どもから高齢者まで安全と安心が確保できるよ
う取組を行った。また、防災訓練は消防団との連携で実
施することが定着。

○ 健康づくり部会・地域福祉部会で
は、医療・介護費の削減を目指し、
住民自身による意識調査やワーク
ショップ、ウォーキングの実施など、
大学とも連携して地域ぐるみで健康
寿命の延伸に取り組んでいる。また、
健康づくり部会では、食生活改善を
目指した親子健康料理教室や健康
増進のための「泉川健康体操」を自
分達で作成し振付も行い、幅広く親
しまれている。

公民館とまちづくり協議会の関係

市役所
地域
団体
消防団
ＮＰＯ 等

公民館の職員が中心とな
り、まちづくり協議会の総
合事務局としてコー
ディート役を担っている。

経緯 泉川地域の課題



市の現状：１０年間に6,300人の
人口減少（現人口約34,000人）、

高齢化率：４０％、若者の地域外
への流出等、厳しい課題を抱える。

（課題解決のために目指す成果）
地域を元気づけるために、市民による自発的取組の促進

課題解決のため、公民館が関係者、機関と連携しながら、取組の企画・立案、学習機会の提供、
取組のコーディネートを実施。

① まちづくりシンポジウムや市民によるワークショップ、講演
会・講座の開催など多様な学習機会を提供（きたあきた「ま
ちづくりカレッジ」、ふるさとの未来・再考！フォーラム 等）

→ 内陸線存続問題、人口減少、地域の活性化等の課題に対
し、小・中･高・大学生・一般が連携して取組む仕組みの構築

→ 若者を中心とした地域活動グループ「北秋田体験まるごと
会議」が発足し、活動スタート

→ 市のCMを制作し、秋田県で大賞を獲得。行政（市商工観
光課）とも連携し若者による活動の成果が生まれる。

③ 秋田北鷹高校生による地元特産品を使った商品開発
プロジェクト：開発商品「しょうゆバター餅」、「比内地鶏と
ししとうカレー」、「北秋田コロッケ」

→ 市民参加の試食会やフォーラムでの研究発表、小学校
との調理実習との連携など、幅広く市民の意見を取り入
れるための仕掛けにより開発し、全国コンクールで準優勝

→ 高校生の社会貢献活動をとおした「地域経済活性化モ
デル」の構築 ※三重県相可高校との交流活動（料理コンクール等）

主な取組

住民主導の地域の課題解決、地域づくりの事例 ～秋田県北秋田市の取組～
（公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム取組事例）

「おらほの地域応援し隊」の結成 ＝ 地域人材の育成

② 若者の定住化策として若手農家のイメージアップ、生産物のブランド化
（トラ男米）

→ 若手農家集団代表による講演の開催、全国への情報発信
→ ふるさとへ根ざす若者による新ビジネス・起業の推進
や、仲間づくり（ネットワーク）による地域活動の拡大

【取組のために連携した機関等】
ＪＡ、商工会、民間企業、個人経営者、県地域振興局

テーマ：まちづくり×人づくり

テーマ：高校生・若者×地域づくり

④ 高齢者による地域貢献の促進「アクティブシニア活動推
進モデル」：地域で元気に活躍している高齢者による「Gちゃ
んサミット」～まだまだ元気！おらがまちを応援し隊！

→ 高齢者の仲間づくりや地域間交流、多世代（小学生～
高校生、養護学校）との交流につながる

→ アンコール開催では市外からの参加者も増え、県との共
催や隣県との連携事業に発展

【取組のために連携した機関等】
小中高校、社会福祉協議会、高齢者大学、養護学校、
民間企業、老人クラブ、婦人会、県地域振興局

テーマ：高齢者×イキイキプロジェクト

【取組のために連携した機関等】
JA、商工会、市内小学校、民間企業、市長部局、県外高校 市商工観光課



No. 団体等名 事業名 事業概要 開催日時、開催地（いずれも予定）

1
北海道地方創生コンファレンス実行
委員会

学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発
事業

「地方再生（地域振興）」、「防災教育」をテーマに、道内計５地区で実施（う
ち札幌地区は成果のとりまとめ）し、「人と人をつなげ、地域課題を解決する
社会教育」の実践について、さらなる普及・啓発を図る。

①釧路・根室地区 ８月３１日（月）別海町
②オホーツク地区 １０月３０日（金）北見市
③胆振・日高地区 １１月１１日（水）安平町
④上川地区 １１月２７日（金）富良野市
⑤札幌地区 １月２１日（木）札幌市

2 学校法人東北芸術工科大学
地域社会を担う若い人材を育成する社会教育
の可能性研究事業

東北各県の若い世代の人材流出への危惧の下、地域の担い手となる若手
の人材の育成及び戻ってきた若者の受入れがテーマに、高校生の地域づく
りや新たな社会教育（公民館）の可能性について研究討議等を行う。

１１月２０日（金）～２２日（日）、山形市

3 東北大学災害科学国際研究所
地域内の連携・交流・学びを通した震災学習の
協働事業体制づくり

石巻市を会場に、自治体などで行われる様々な震災学習に関する成果やノ
ウハウを共有するため、各団体等の紹介、対話型ワークショップ、担当者の
支援スキルの習得を行う。

第１回 １１月、第２回 １２月、いずれも宮城県石巻市

4
関東近県生涯学習・社会教育実践
研究交流会実行委員会

関東近県生涯学習・社会教育実践研究交流会
茨城県が中心となり、関東近県の生涯学習・社会教育関係者が一同に会し、
広域ネットワーク構築を図るとともに、最新の支援スキル（ファシリテーショ
ン、対話、ネットワーキング等）の習得を目指す。

１１月７日（土）、８日（日）、茨城県水戸市（茨城大学）

5
地域力活性化コンファレンスinひょう
ご実行委員会

地域力活性化コンファレンスinひょうご
兵庫県の取組事例を近畿地区の社会教育関係者に広く提供し、普及を図
るとともに、参加型による社会教育支援者のための資質向上研修のモデル
を示し、参加者のスキルアップを図る。

１１月２５日（水）、２６日（木）、兵庫県神戸市

6
地域力醸成コンファレンスinしまね実
行委員会

地域力醸成コンファレンスinしまね

持続可能な地域づくりに自主的・自立的に取り組む人づくりを進めるため、
先進事例の分析・実践者との徹底的な協議等を行う。また、コンファレンス
当日だけでなく、参加者に対して社会教育主事が事前（課題意識の醸成）・
事後（学びを実践に結びつける）の支援を行う。

１１月２６日（木）、２７日（金）、島根県出雲市（島根県
立青少年の家）

7
学びによる地域力活性化コンファレ
ンスin愛媛実行委員会

学びによる地域力活性化コンファレンス推進事
業（愛媛大会）～第8回地域教育実践交流事業・
27年度学びのコミュニティ研究会～

全国の先進的な事例を採用した対話の場を設定し、参加者達自身の活動
を見つめ直すとともに、真の人的ネットワークを構築する。また、ファシリ
テーション研修を行い、人材の掘り起こし、育成に寄与する。

１２月５日（土）、６日（日）、愛媛県大洲市（国立大洲青
少年の家）

8 国立大学法人大分大学

コンファレンスを契機とした取り組みを高めるサ
イクルのパッケージ化―地域における仕組み･
システム開発と人的ネットワークの形成・機能高
度化を目指して―

「地域の仕組み」と「人的ネットワーク」の２分科会によるコンファレンスでの
事例発表を踏まえた協議で出た課題について、大分大学が中心となり、事
例発表団体を支援し、その効果を検証する。

１０月、大分県大分市（大分大学）
※２月にも成果報告会を開催

9 鹿児島大学
産学官民による地域課題の協働的解決を促す
学習交流プラットホームの形成

「コミュニティ協議会と公民館」、福祉と産業分野から事例を取り上げ、社会
教育と首長部局の協働とその意義等を共有するとともに、ファシリテーショ
ン研修により、社会教育行政職員等が任務で必要な知識やスキルを獲得
することを目指す。

２月初旬、鹿児島県鹿児島市（鹿児島県民交流セン
ター）

平成27年度学びによる
地方創生コンファレンス実施予定



参考資料



基本的な考え⽅と⼿引の位置付け
（基本的な考え方）
●学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条件をより良くする目的で
行うべきもの。

●学校統合を行うか、学校を残しつつ小規模校の良さを活かした学校作り
を行うか、休校した学校の再開を検討するかなど、活力ある学校作りをど
のように推進するかは、地域の実情（学校が都市部にあるのか過疎地に
あるのか等）に応じたきめ細かな分析に基づく各設置者の主体的判断。

●コミュニティの核としての学校の性格や地理的要因・地域事情等に配慮
する必要。特に過疎地など、地域の実情に応じて小規模校の課題の克服
を図りつつ小規模校の存続を選択する市町村の判断も尊重。

●学校小規模化の影響について、学級数の観点に加え、学校全体の
児童生徒数やクラスサイズ等の様々な観点から整理。

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（要旨）

１

●スクールバス利用等、通学実態の多様化を踏まえ、従来の通学距離の基準（小学校：４ｋｍ以内、中学校：６ｋｍ以内）に加えて、通学時間
の基準を設定する場合の目安を提示。

⇒１時間以内を一応の目安として、市町村が判断
（適切な交通手段を確保し、遠距離通学のデメリットを一定程度解消する前提）

2 学校規模の適正化

3 学校の適正配置（通学条件）

【提示例】 小学校 （１～５学級） 複式学級が存在する規模
概ね、複式学級が存在する学校規模。学校全体の児童数や指導方法

等にもよるが、一般に教育上の課題が極めて大きいため、学校統合等
により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある。

地理的条件等により統合困難な事情がある場合は、小規模校のメ
リットを最大限生かす方策や、小規模校のデメリットの解消策や緩和
策を積極的に検討・実施する必要がある。

【学校小規模化の影響の例】

（手引の位置付け）
●必ずしも検討が進んでいない市町村も多く、検討に必要な資料
の提供等の国による支援が求められている。

●学校規模適正化や小規模校の充実策の検討に際しての基本的
方向性や考慮すべき要素、留意点等をまとめ、各自治体の主体
的な取組を総合的に支援する方策の一環として策定するもの。

●その上で、学校規模の標準（12～18学級）を下回る場合の対応の大
まかな目安について、学級数の状況毎に区分して提示。

（児童生徒への影響）
・社会性やコミュニケーション能力が
身につきにくい

・切磋琢磨する環境の中で意欲や成
長が引き出されにくい

・多様な物の見方や考え方に触れる
ことが難しい 等

（学校運営上の課題）
・クラス替えできず人間関係が固定化
・集団行事の実施に制約
・部活動の種類が限定
・授業で多様な考えを引き出しにくい 等



●保護者・地域住民と教育上の課題やビジョンを共有し、理解を得ながら検討を進める上での工夫例を提示。

●小規模校のメリットを 大化し、デメリットを 小化することができるよう様々な工夫例を提示。

（内容例）

○小規模校の良さを活かす方策

・少人数であることを生かした教育活動（外国語の指導や実技指導等）の徹底
・個別指導・繰り返し指導の徹底等による学習内容の定着
・地域の自然・文化・産業資源等を活かした特別なカリキュラムの編成
・地域との密接なつながりを活かした校外学習・体験活動の充実 等

（内容例）

○統合の適否に関する合意形成
・小規模の課題の可視化と共有
・統合効果の共通理解
・保護者や地域代表が参画した統合プランの検討
・住民アンケートの実施 等

4 学校統合を検討する場合の留意事項

5 ⼩規模校を存続させる場合の教育の充実⽅策

○魅力ある学校作り

・教育課程特例校制度等を活用した魅力的
なカリキュラムの導入

・コミュニティスクールの推進
・小中一貫教育の導入
・施設設備の充実 等

○統合により生じる課題への対応

・バス通学による体力低下への対応
・児童生徒の環境適応支援
・廃校校舎の地域拠点としての活用 等

○小規模校の課題を緩和する方策

・小中一貫教育による一定の学校規模の確保
・社会教育施設等との複合化による教育活動の充実
・ＩＣＴの活用による他校との合同授業
・小規模校間のネットワークの構築 等

●地域全体の振興策を総合的に検討する中で、一旦休校とした学校を再開させる取組に関して、具体的な工夫例を提示。

（内容例）

○一旦休校とした学校の再開に向けた工夫

・学校選択制の部分的導入等により人口集中地域から生徒を集める工夫
・山村留学・漁村留学の積極的な受け入れ
・学校再開を想定した休校の校舎等の維持・活用
（宿泊可能な設備の整備、伝統文化の保存・継承組織の活動拠点や
芸術家村としての活用） 等

6 休校した学校の再開

○再開後の小規模校の活性化

・小規模校のメリット 大化・デメリット 小化策の重要性
・地域の豊かな自然や地域住民とのふれあいの機会等を活かした
特別なカリキュラムの編成

・国の支援メニューの活用（施設整備・スクールバス購入補助等）
・多様な工夫や支援の活用に関する文部科学省に対する直接相談 等



多世代交流・多機能型福祉拠点の
取組事例について



多世代交流・多機能型福祉拠点の推進（基本的な考え方）

【基本方針（平成２６年９月１２日まち・ひと・しごと創生本部決定）】（抜粋）

中山間地域等において、地域の絆の中で高齢者をはじめ全ての人々が心豊かに生活できるよう、小さな拠点における制度縦割
りを排除した「多世代交流・多機能型」の生活サービス支援を推進する。

【これまで】 【今後】

その他（生活
困窮者や見守
りが必要な者

など）

高齢者

子ども

障害者 （障害福祉サービス事業所）

（保育所）

（ＮＰＯやボランティアなど
による支援）

地域の福祉ニーズに対応した
多世代交流・多機能型支援の拠点づくりを推進

高齢者

障害者

子ども

その他（生活困
窮者や見守り
が必要な者な

ど）

公費に依存せず地域住民が相互に支え合う
仕組みづくりと連携

＋

（介護保険サービス事業所）

○ ノウハウの提供
○ 民家や既存公共施設等の改修等

○既存制度を活用しながら、通
所サービス等と一体的に提供

○生活困窮者への中間的就労
の場の提供 等

○地域交流、地域支え合いの拠
点として、居場所の提供、相談、
見守り等の支援を柔軟に実施

○生活困窮家庭の子どもの学
習支援の場の提供 等

〈居場所機能〉
（主に自立度が高い人が利用）

＜共生サービス機能＞
（主に支援が必要な人が利用）
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１８９，４７０千円（うち交付金１０９，３４７千円）

あったかふれあいセンター事業（高知県）

【事業のポイント】

○ 中山間地域では、介護や障害者の自立支援、子育て支援など、多
様なニーズがありながらも、現在の縦割りで全国一律の基準の制度で
は、それぞれの利用者が少なく民間参入が進まず、サービスの提供・
維持が困難。

○ このため、既存の制度の枠組みを超え、小規模ながらも一カ所で多
様なサービスを提供できる仕組みを構築。

【事業内容のイメージ】

○ 年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に集い、必要なサービ
スを受けることができる地域福祉の拠点として、「あったかふれあいセ
ンター」を設置し、サロンやデイサービスなどの集いの場の提供、訪問
による見守り、相談、その他地域の実情に応じて必要となる生活支援
を柔軟に提供する。

事業の概要 予算額

２９市町村、４３カ所で実施。

実施箇所数

○ 身近な地域において、高齢者・障害者等を問わな
い福祉横断的な支援拠点を確保。

○ フォーマルサービスでは担えない「制度の隙間」的
ニーズへの対応が充実強化。

○ 事業の運営に地域住民の参画を求めることにより、
地域コミュニティの活性化、地域の支え合いの再構
築にも資する。

事業の効果
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３５，０００千円（うち交付金３５，０００千円）

みやぎ多世代交流・多機能型福祉拠点創出事業（宮城県）

【事業のポイント】

○ 今後の人口減少等を見据え、制度外サービスを含め、高齢者支援、
障害児支援、子育て支援等の充実に資する事業を行うとともに、地域
住民の参加を促しつつ、地域住民相互の交流促進、地域の雇用創
出など、地域活性化のため課題の解決に資する多様な機能を有する
拠点を創出する。

【事業内容のイメージ】

○ 拠点整備事業（必須）
拠点となる施設の建築・購入（創設型）又は既存施設の改修（改修

型）。

○ 地域交流・世代間 交流事業
地域住民の連携、協力体制づくりのための説明会等を開催するほ

か、多世代の地域住民や住民と団体との交流などを促進するための
事業を実施（住民等への説明会開催を必須とする）。

○ 拠点整備計画向上事業
拠点整備を効果的に進めるための調査研究、情報収集等を実施。

○ 開設準備
拠点の開設に必要な設備・備品等の購入費用の助成。

事業の概要 予算額

創設型１カ所、改修型１カ所の計２カ所を整備。

実施箇所数

○ 補助に当たっては、「高齢者支援」、「障害児支
援」、「子育て支援」、「まちづくりコミュニティ支援」、
「雇用創出」など、複数のテーマのうち、２以上の
テーマに取り組むことを条件とすることにより、地域
課題への対応を強化。

○ 事業の運営に当たって、地域住民の参加を促すこ
とにより、地域住民の理解の深化、地域における
サービスの担い手の裾野の拡充等を図る。

事業の効果

※ 現在事業者の選定・公募手続中。



１０，０００千円（うち交付金１０，０００千円）

多機能型福祉拠点づくり支援事業 （滋賀県長浜市）

【事業のポイント】

○ 少子高齢化・人口減少により、支援を必要とする方の増加が見込ま
れることなどを踏まえ、こうした方々を地域で支えることができるよう、
既存の地域密着型の高齢者福祉施設の特徴を生かし、地域のコミュ
ニティや互助活動と共同・連携して行う社会活動の展開など、地域福
祉の拠点を形成する事業に対して活動支援を行う。

【事業内容のイメージ】

○ 福祉活動の担い手育成などの地域の資源開発につながる事業

○ 地域の福祉ニーズに対応した生活支援の基盤整備につながる事業
⇒ （例）宅幼老所等の預かり事業、暮らしのよろず相談窓口の設置、
介護や認知症等に関する情報誌の作成・配布。

○ 地域における人の交流・支え合い機能の強化につながる事業

事業の概要 予算額

３カ所（北部、中部、南部で各１カ所）

※ 小規模多機能型居宅介護等地域密着型介護サービス
を複数展開している事業所

実施箇所数

○ 今後一層の増加が見込まれる高齢者等の支援
ニーズに対応した地域福祉、共生サービスの拠点と
なる場の形成。

○ 地域での交流の増加、地域内での支え合い体制
の強化。

事業の効果

⇒ （例）学校と連携した体験事業の
受入れ、地域団体等を対象とした
講座や研修会の実施、災害時に
おける地域との連携体制の構築。

施設での中学生の場体験の様子

⇒ （例）介護事業所の利用者以外の
方が参加できる認知症カフェ・サロ
ン等の事業、地域住民の介護に
対する理解を深め、交流の活性
化を推進する事業。



２，１００千円（うち交付金２，１００千円）

まちなかカフェ事業と共生型地域交流スペース事業（北海道栗山町）

事業の概要 予算額

１カ所で実施

実施箇所数

○ 元気な高齢者の生きがいづくり・憩いと活動の場
の充実。

○ 地域住民やボランティアのマンパワー育成。

○ 地域交流スペースを利用した介護予防・健康増
進事業を実施することにより、高齢者等への健康増
進につながる。

○ 障がいのある方々が清掃等に従事し、働く場の確
保や地域住民との交流につながる。

事業の効果

【事業のポイント】
○ 高齢者が気軽に立ち寄れる居場所づくりと、障がい児・者、子ども

等の多様な地域住民のコミュニティ活動の場を提供することにより、
地域の活性化を図る。

○ 健康増進事業の実施
・ 笑いヨガ教室
（定員３０人、年３回開催）

【事業内容のイメージ】

○ まちなかカフェの運営
（土日祝日以外利用可）

○ 介護予防事業の実施
・ 小集団運動教室（すこやか運動教室）

（定員３０人、月２回開催）

・ 脳の健康教室
（定員１２人、週１回開催）



「小さな拠点」に関する

経済産業省の取組





○こうしたＳＳ過疎地において、各地域の実情に応じた供給体制を構築するため、日用品の販売
・配送や、ダウンサイジング等の実証事業を２３～２５年度で計９カ所実施。

ＳＳ過疎地における先進的な取り組み事例

※ＳＳに他の公共インフラを併設し、ワンストップ化を進めているケースも存在： 郵便局 （北海道・新潟） 、薬局 （北海道）

○民間事業者やＪＡの撤退により、自治体や地域住民が地域のＳＳを守るために、主体的に取り組
む事例が増加している。

○自治体が主体的に経営 愛知県豊根村 ： ＳＳの閉鎖直後に村が施設を買取り、運営を村営事業のひとつとして三セク会社
に管理委託（１７年）

宮城県七ケ宿町 ：閉鎖予定のＳＳを無償で譲り受け、自動車整備事業者に無償貸付（２１年）

○自治体が事業者に補助 北海道上ノ国町 ：町がＳＳ等中小企業の設備導入費の1/2を上限1,500万まで補助（25年）

福島県檜枝岐村 ：村民の要望を受けガソリン・灯油について定額補助（年間1,200万程度）（２１年～）

長野県泰阜村 ：ＪＡＳＳの撤退を受け、住民出資会社が地下タンクを入れ換える際に、経費の半額
・阿智村 程度を補助（1,000万）（21、22年）

岐阜県白川町 ：ＪＡＳＳの地下タンク入替費用の８割（2,400万）を町が補助（25年）

和歌山県すさみ町：消防法規制強化を機にＪＡが撤退を検討したことから、町が地下タンク入替費用
の一部を補助（2３年）

高知県梼原町 ：事業者撤退を受け、住民出資会社が地下タンクを入れ換える際に補助（２６年）

○住民が主体的に経営 群馬県みなかみ町、長野県泰阜村・阿智村、滋賀県甲賀市、兵庫県神河町、岡山県津山市
・真庭市、広島県安芸高田市、高知県四万十市、梼原村



生桑地域複合型SS整備実証事業
（広島県安芸高田市美土里町生桑地域）

大宮地区燃料安定供給対策事業
（高知県四万十市西土佐大宮地区）

白川町エネルギー供給拠点整備事業
（岐阜県加茂郡白川町蘇原地区、佐見地区）

富山地区配送効率化等によるコスト低減事業
（愛知県北設楽郡豊根村富山地区）

住民自治組織（生桑振興会）を中心として、地域の利用
ニーズに即したＳＳの施設更新を行うとともに、住民自治組
織をベースとした当該ＳＳの経営体制を構築する。
また、ＳＳには、給油機能だけではなく、地域住民のニー

ズを踏まえた食料品
店舗、福祉サービス拠点
等の生活関連機能等を
併設して複合拠点化を
図り、住民サービスの
向上及び地域に根ざした
安定供給体制の構築を
図る。

石油製品の供給だけではなく、日用品販売などの複合機能
をもつ大宮ＳＳ（住民出資会社により運営）において、宅配
サービスや商品ポイント制度導入、施設配置の改善等を行う。
実施に当たっては、幅広いエリアから利用ニーズを把握し、

地域におけるさらなる安定供給体制の構築を図る。

高齢化率が高く、デイサービス利用者が多いという地域を踏
まえ、既存のデイサービスセンターにサテライト型エネルギー
供給拠点を設置し、送迎車など利用者や職員の移動交通を
活用した灯油の宅配サービスを行う。
近年、周辺地域のSS撤退が見られつつある中で、地域

福祉と連携した新たな燃
料供給の仕組みを確保す
ることにより、地域におけ
る安定供給体制の構築を
図る。

豊根村富山地区にある唯一のＳＳにおいて、近隣の複数
事業者が個々に実施している石油製品の配送を共同化す
ることにより輸送コストの低減を図る。
併せて当該ＳＳに新たに中型ローリーを導入し、灯油の備

蓄能力強化及
び配送合理化を行う
ことで、人的コスト等
の低減を図り、富山
地区におけるＳＳの
安定的な経営を維持
しつつ、安定供給体
制の確立を図る。

燃料と福祉の融合

配送・備蓄体制の強化

住民組織による複合拠点

多機能生活拠点 利便性の向上

事業参加者 生桑振興会、安芸高田市役所等事業参加者

(株)大宮産業、高知県庁等事業参加者

町内のﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、白川町役場等事業参加者

(株)モカル富山(SS事業者)、豊根村役場等事業参加者

平成２３年度ＳＳ過疎地対策支援事業 実施案件



厚床地区灯油・Ａ重油戸別配送等安定供給実証事業
【北海道根室市厚床地区】

天龍村エネルギー供給拠点整備事業
【長野県下伊那郡天龍村】

石原地区燃料安定供給対策事業
【高知県土佐郡土佐町石原地区】

既存ＳＳの移設及び設備見直しを行い、利用利便性と安全性を高
める。 また、買物弱者対策のために商工会青年部が実施している
「御用聞き事業」と連携した、灯油と日用品の共同配送を行うととも
に、大口需要家に対する灯油の
定期配送、計画配送を実施する。

既存ＳＳに灯油・Ａ重油の戸別配送用のタンクローリーを常駐配備す
る。また、灯油の戸別配送と連携して、高齢者等からニーズのある食
料品・日用品の配送などの日常生活サービス機能（便利屋機能）の強
化・拡充させる。

休止中のＳＳを住民自治組織が中心となって
復活させ、看板設置等による利用促進策を実施
する。あわせて、宅配用のミニローリーを新たに
導入し、高齢者世帯等への燃料宅配サービスを
実施する。また、既存の日用品宅配サービス事
業者と連携した共同受発注システムを構築する。

これらにより、店舗と一体的な住民サービスの
向上と、利用者拡大を進め、住民自治組織によ
る地域に根差した燃料安定供給体制の構築を
図る。

事業参加者：㈲綿治硝子店、天龍村商工会等

事業参加者：いしはらの里協議会、高
知県庁等

事業参加者：㈱ヒシサン、根室市厚床連合町内会等

買物弱者対策とＳＳ利用促進
の連携

これらにより、天龍村唯一のＳ
Ｓの経営効率化及び周辺商店
街を含めた利用促進を進め、天
龍村における燃料供給安定体
制の構築を図る。

これらにより、特に冬場の燃料
安定供給リスク軽減と燃料の調
達・配送の効率化及びＳＳ中心と
した地域コミュニティーの形成に
よる、地域に根差した燃料供給安
定体制の構築を図る。

燃料の調達・配送リスクの軽
減と生活サービス拠点化

住民自治組織による休止ＳＳの
復活と複合拠点化

馬路村燃料安定供給対策事業
【高知県安芸郡馬路村魚梁瀬地区】

事業参加者：魚梁瀬石油、馬路町役場等

利用者の減少が進む地区唯一のＳＳにおいて、
更新が近づいた貯蔵タンクを廃止して簡易ＳＳ化
（ポータブル計量機のみによるダウンサイジング
化）を行う。また、軽油用、灯油用それぞれ2KLミ
ニローリーを新たに導入する。

これらにより、燃料の調達・配送の効率化によ
るＳＳ経営安定化と、地域のニーズに対応した燃
料供給安定体制の構築を図る。

ダウンサイジングによる経営効
率化

鮎河地区エネルギー供給拠点整備事業
【滋賀県甲賀市鮎河地区】

事業参加者：㈱あいが、農事組合法人、甲賀市役所等

住民が出資して運営する既存ＳＳに日用品店舗を新設し、日用品や
食料品、農業資材を販売するとともに、住民の憩いのスペースを設け
る。またタイや交換やオイル交換の作業スペースを整備する。さらにＳ
Ｓの営業時間延長や灯油配達と
連携した買物サービスを実施する。

これら地域の生活に必要な
サービス機能の拠点化を図り、油
外収入を増やし経営安定の一助
とすることにより、燃料販売の
燃料供給安定体制の構築を図る。

日用品店舗併設等による油外
収益の強化

平成２４、２５年度ＳＳ過疎地対策支援事業 実施案件



ＳＳを村内の中心地に移設することで、利用者の利便性の向上を図る。

→ ①村長自ら地域の燃料の安定供給に危機感を持ち、ＳＳの存続を事業者に働き

かける。また事業者が中心地への移設を検討していることを踏まえ、移設先の地

権者と直接交渉。地元自治体は、村長をトップに地域コミュニティの維持のため総

合的な地域政策の一環として積極的に関与。

②新たな地下タンクの導入費用などハード整備の一部費用を国が支援。またＳＳ

の営業継続について村が広報することなどにより、村民の積極的な利用に繋がり

売り上げが増加。

買物弱者対策のために商工会が実施している「御用聞き事業（商品の宅配サービス）」

と連携して、灯油と日用品を共同配送。

→地元商業者から構成される商工会と連携することで、自治体に加えて地元住民とも

協力関係を構築し、町ぐるみでの支援体制を確立。

 天龍村は、長野県南部に位置し人口約1,500人。村域の９

割以上が山林で、起伏の多い急傾斜地に囲まれたわずか

な土地に集落が点在するなど厳しい地理的条件であり、人

口減少、高齢化が顕著に進行。

 村内唯一のＳＳは、消防法令の定める地下タンクの改修期

限を迎えようとしており、ＳＳ事業者はＳＳの存続の可否を

検討。また高齢者世帯の店頭購入が多く、高齢者のニーズ

に応じた配達サービスの充実が課題となっていた。

事業内容地域の概況と事業の背景

地区の人口、産業等需要動向の調査

給油所の営業実態調査

地区住民、事業者の燃料需要及びニーズ調査

実証事業に係る実態調査の内容

コンソーシアム構成

コンソーシアム

有限会社綿治硝子店 天龍ＳＳ
（代表団体）

・ＳＳの移設先用地の確
保、周知・PR

・事務総括、宅配サービス、

利用方法等検証

・燃料需給動向分析、灯油提供、給油所整備

天龍村天龍村商工会

～村唯一の給油所の移設・設備見直しと、商工会と連携した灯油宅配の効率化による、SSの利用促進と経営安定化～

【実証】商工会「御用聞き事業」と連携
した、灯油と日用品の共同宅配

【実証】SSの中心地への移設

納品 天龍村商工会
（宅配センター）

宅配

高齢者世帯

注文

移設前

移設後

ＳＳ過疎地対策支援事業 天龍村エネルギー供給拠点整備事業



～デイサービスセンターへのサテライト型エネルギー供給拠点併設と、デイサービス送迎バスによる高齢者宅への燃料配送～

ＳＳ過疎地対策支援事業 白川町エネルギー供給拠点整備事業

・町全体の高齢化率も高く（約36％）、高齢者のみの世帯が多い。
・ＪＡや民間の給油所の閉鎖により、現在営業中の給油所は、蘇
原地区１箇所、佐見地区１箇所となっている。

・高齢者の燃料購入は配達が多いが山間地に民家が点在してお
り給油所にとって配達が負担となっている。

・東日本大震災の際にも一時的に燃料供給がストップしたことに
より、給油所が減少している本町においても非常時の燃料供給
について不安がある。

コンソーシ
アム

白川町役場

・給油施設の整備、維持管
理、料金収納
・給油スポットへの燃料配送

・デイサービスセンター「さわやか
白楽園」での給油作業及び、デイ
サービス 利用者宅への運搬

・デイサービスセンター「せせらぎ園」での給油作
業及び、デイサービス利用者宅への運搬

・事業計画作成及び事務管理

白川町社会福祉協議会
（蘇原地区）

(社)白泉会（佐見地区）

めぐみの農協
美濃白川支店

コンソーシアム構成

地域の概況と事業の背景 事業内容

地区の人口動向等の調査
福祉施設利用者の燃料購入意向（アンケート調査） ※各施設別

実証事業に係る実態調査の内容

蘇原地区、佐見地区のデイサービスセンターにポータブル計量器を設置し、サテ
ライトエネルギー供給拠点化する。
当該拠点への燃料配送はJAが実施し、デイサービス利用者（＝燃料調達能力の
低い高齢者）の燃料容器への給油、配送はデイサービス送迎バスに同乗するセン
ターの担当者やボランティア等が実施する（買物代行、買物援助）。

→町役場が事業計画作成等に関与するとともに、両施設とも福祉施設スタッフが

事業に協力することで、高齢者等の灯油購入不安を解消。

→町役場、デイサービスセンター等の関係者間の協力により、地域ぐるみでの支
援体制を確立。また、実証事業後は町から各施設へ事業委託料を支払い事業を
継続することで、住民の積極的な利用に繋がり、地域コミュニティの維持に繋
がっている。

蘇原地区デイサービスセン
ター【さわやか白楽園】

佐見地区デイサービスセン
ター【せせらぎ園】

【実証】デイサービスセンターへのサテライト・エネルギー拠点併設【実証】デイサービスセンターへのサテライト・エネルギー拠点併設

【実証】デイサービス送迎車等による燃料配送【実証】デイサービス送迎車等による燃料配送



大分県 杵築市

希望世帯
約100戸分購入

８分の１負担

90㍑ホームタンク

※タンク内は 90㍑
満タンにしておく

当該事業者（小関石油）

８分の６
補助

８分の１
補助

大分県杵築市における灯油配置販売方式について（１／２）

県の「買い物弱者支援事業」

○過疎地域で灯油購入に困る住民が多いことから、大分県は「買い物弱者支援事業」への組み入
れを決定。関係者（大分石油（特約店）、県担当者、市担当者、青年会）による協議を開始。

○注文ごとの配達ではＳＳ側の負担が大きいことや、家庭によって使用量が異なるため、効率よく回
るコースを決めにくいといった課題があったため、ホームタンク配置方式とし、販売店（小関石油）
が巡回配送する方針を決定。

○青年会が全世帯にアンケートし及び希望者募集した結果、約１００世帯から申し込みがあり、
２０１４年１２月に事業を開始した。



灯油「配置販売」方式の仕組み

小関石油

特約店・大分石油

給油
（20㍑）

給油
（18㍑）

給油
（40㍑）

販売店をバックアップ
・初期在庫（90㍑分）
・配送サポート

住民の灯油購入支援

• コースを決めて１日５～１０戸巡回

• 使用量に応じて月１～３回配送

• 使用量分を給油して、請求
（富山の置き薬方式）

「見守りパトロール」の役割

• 高齢者増加＝様々な心配増加。住民
の異変を早く見つけられる

大分県杵築市における灯油配置販売方式について（２／２）



○青森県五戸町（平成２６年１２月）
第４ 生活環境の整備 ２その対策 （６）その他関連施設

給油所は自動車用の燃料だけでなく、暖房用の燃料供給拠点でもある。特に配達に頼る高齢者等、冬期における生活環
境への影響は大きいと考えられ、地域の活力を失わせないためにも、生活インフラの不足と一体で対応を考え、給油所の
維持に取り組む。

○広島県北広島町（平成２６年１２月）
第４ 生活環境の整備 （２）その対策 カ その他

関係機関・団体や住民などとの連携のもとに、それぞれの地域の実情を把握しながら、交通安全施設整備、交通安全教
育及び広報・啓発活動などによる交通安全対策や防犯対策、安定したエネルギーの供給拠点の整備・維持、消費者保護
対策に取り組み、安心して安全に暮らせるまちづくりを進める。

○和歌山県新宮市（平成２７年２月）
Ⅳ 生活環境の整備 （２）その対策 ６． その他関連施設

給油所は、自動車や暖房用等の燃料供給拠点であり、かつ災害等緊急時の燃料供給拠点である。地域における石油製
品の安定供給を確保するため、給油所の維持に取り組む。

○宮崎県小林市（平成２７年７月）
２ 産業の振興 Ｂ その対策 Ⅰ．須木区

⑦給油所の燃料タンクの改修等の施設整備を行い、安全な燃油供給体制を整備するとともに農林畜産業を中心とする産
業の安定的な経営及び安心な生活が出来るように支援を行う。

○民間事業者やＪＡの撤退により、既に安定的な燃料供給の継続が深刻な地域においては、自治体や地域
住民が地域のＳＳを守るために、主体的に取り組む事例が増加。

○過疎地域自立促進計画において、当該地域における燃料の安定供給を図るためＳＳの整備・維持を位置
付けるなど、自治体における新たな取組も出てきている（以下、計画例抜粋）。

過疎地域自立促進計画における「石油製品の安定供給に係る位置付け」計画例
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